
 

 

 

 

令 和 ６ 年 ８ 月 ９ 日 

消 防 庁 

 

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関す
る省令の一部を改正する省令（案）に対する意見公募の結果及び改

正省令の公布 
 

消防庁は、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の

一部を改正する省令（案）の内容について、令和６年６月 21 日から令和６年７月 22 日ま

での間、国民の皆様から御意見を公募したところ、御意見の提出はありませんでした。 

意見公募の結果も踏まえ、当該省令を本日公布しましたので併せてお知らせします。 

 

１ 主な改正内容 

一定の要件を満たす特定事業所が、総務省令で定める「防災要員の行う防災活動における

作業の省力化に資する装置又は機械器具」を消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に搭載

した場合に、当該消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に置くべき防災要員の人数を定め

るため、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令（昭和 51

年自治省令第 17 号。以下「省令」という。）の一部を改正するものです。概要については、

別紙１をご覧ください。 

 

２ 意見公募の結果 

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正

する省令（案）の内容について、令和６年６月 21 日から令和６年７月 22 日までの間、御意

見を公募したところ、御意見の提出はありませんでした。 

 

３ 改正政令等の公布 

消防庁では、意見公募手続きの実施結果も踏まえて、改正省令を本日付けで公布しました。 

・石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の一部を改正す

る省令（令和６年総務省令第 79 号） 別紙２ 

 

 

 

 

 

 

（事務連絡先） 

消防庁予防課特殊災害室 早川、高橋 

TEL 03-5253-7524（直通） 

E-mail:tokusaishitsu_atmark_soumu.go.jp 

※スパムメール対策のため、「@」を「_atmark_」と

表示しております。送信の際には「@」に変更してく

ださい。 



 

 

 

 

 

 

令 和 ６ 年 ８ 月  

消防庁特殊災害室  

 

【概要】 

石油コンビナート等災害防止法施行令（昭和 51年政令第 129号）において、特定事業所の自

衛防災組織が防災資機材等ごとに置かなければならない防災要員の人数が規定されている。 

しかし、総務省令で定める要件を満たす特定事業所が、総務省令で定める防災要員の行う防災

活動の作業の省力化に資する装置又は機械器具を有し、又は搭載して省力化された防災資機材等

を備え付けた場合、当該資機材等については、特例として、総務省令で定める人数を置くことと

されている。 

今般、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車の省力化要件に関する検討の結果が出たことを

踏まえて、消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を備え付ける場合についても上記特例の対象

とするため、石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令（昭和51

年自治省令第 17 号。以下「省令」という。）の関係規定を改正するとともに、当該特例を適用

した場合に消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車に置くべき防災要員の人数等を規定する。 

 

【改正内容】 

１ 消火薬剤タンク付き大型化学高所放水車を備え付ける場合を防災要員の配置人数の特例

の対象とすることに伴う改正 

（１） 関係規定の整備 

○ 省力化に資する装置又は機械器具（省令第17条の２の２関係） 

○ 特定事業所の要件（省令第17条の３第１項関係） 

 

（２） 配置すべき防災要員の人数の規定 

① ホース延長用資機材、低反動ノズル及び携帯無線機を搭載している消火薬剤タンク

付き大型化学高所放水車 ３人（現行５人） 

② ホース延長用資機材及び低反動ノズルを搭載している消火薬剤タンク付き大型化学

高所放水車 ４人（現行５人） 

（省令第17条の３第２項関係） 

 

２ その他所要の規定の整備等 

石油コンビナート等における特定防災施設等及び防災組織等に関する省令の 

一部を改正する省令について 

016674
テキストボックス
別紙１



 

 

固定放射設備等による代替措置並びに構成事業所の要件及び防災要員について、所要の

規定の整備を行う。 

 

【施行日】 

 公布の日 
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○
総
務
省
令
第
七
十
九
号

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
災
害
防
止
法
施
行
令
（
昭
和
五
十
一
年
政
令
第
百
二
十
九
号
）
第
七
条
第
六
項
、
第
十
六
条

第
一
項
及
び
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
規
定
に
基
づ
き
、
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及

び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
六
年
八
月
九
日

総
務
大
臣

松
本

剛
明

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省

令

石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
に
お
け
る
特
定
防
災
施
設
等
及
び
防
災
組
織
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
自
治
省
令

第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順
次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る

規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線
を
付
し
た
規
定
（
以

下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。

別紙２
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改

正

後

改

正

前

（
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
）

（
省
力
化
に
資
す
る
装
置
又
は
機
械
器
具
）

第
十
七
条
の
二
の
二

令
第
七
条
第
六
項
の
防
災
要
員
の
行
う
防
災
活
動
に
お
け
る
作
業
の
省
力
化
に
資
す
る
装
置

第
十
七
条
の
二
の
二

［
同
上
］

又
は
機
械
器
具
で
総
務
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

［
一

略
］

［
一

同
上
］

二

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化

二

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
ホ
ー
ス

学
高
所
放
水
車
に
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
ホ
ー
ス
を
積
載
で
き
、
か
つ
、
当
該
ホ
ー
ス
を
運
搬
及
び
延
長
で
き

を
積
載
で
き
、
か
つ
、
当
該
ホ
ー
ス
を
運
搬
及
び
延
長
で
き
る
器
具
（
以
下
「
ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
」
と
い

る
器
具
（
以
下
「
ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
」
と
い
う
。
）

う
。
）

三

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化

三

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
水
又
は
泡
水
溶
液
を
放
水
（
以

学
高
所
放
水
車
が
水
又
は
泡
水
溶
液
を
放
水
（
以
下
「
放
水
」
と
い
う
。
）
す
る
と
き
に
防
災
要
員
に
か
か
る

下
「
放
水
」
と
い
う
。
）
す
る
と
き
に
防
災
要
員
に
か
か
る
反
動
力
を
有
効
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
器

反
動
力
を
有
効
に
減
少
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
器
具
（
以
下
「
低
反
動
ノ
ズ
ル
」
と
い
う
。
）

具
（
以
下
「
低
反
動
ノ
ズ
ル
」
と
い
う
。
）

四

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化

四

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
つ
き
置
か
れ
て
い
る
防
災
要
員

学
高
所
放
水
車
に
つ
き
置
か
れ
て
い
る
防
災
要
員
相
互
間
で
通
信
を
行
う
た
め
携
帯
し
て
使
用
す
る
無
線
装
置

相
互
間
で
通
信
を
行
う
た
め
携
帯
し
て
使
用
す
る
無
線
装
置
（
以
下
「
携
帯
無
線
機
」
と
い
う
。
）

（
以
下
「
携
帯
無
線
機
」
と
い
う
。
）

［
２

略
］

［
２

同
上
］

３

ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
は
、
次
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

３

［
同
上
］

［
一
～
三

略
］

［
一
～
三

同
上
］

四

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化

四

大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
確
実
に
固
定
で
き
、
か
つ
、
防

学
高
所
放
水
車
に
確
実
に
固
定
で
き
、
か
つ
、
防
災
要
員
二
人
以
内
で
安
全
か
つ
迅
速
に
積
卸
し
で
き
る
も
の

災
要
員
二
人
以
内
で
安
全
か
つ
迅
速
に
積
卸
し
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

で
あ
る
こ
と
。

［
４
・
５

略
］

［
４
・
５

同
上
］

（
特
定
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）

（
特
定
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）

第
十
七
条
の
三

令
第
七
条
第
六
項
の
特
定
事
業
所
で
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
前
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す

第
十
七
条
の
三

［
同
上
］

る
装
置
又
は
機
械
器
具
を
有
し
、
又
は
搭
載
し
て
い
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ

当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一

遠
隔
操
作
装
置
を
搭
載
し
て
い
る
大
型
高
所
放
水
車

一

［
同
上
］

イ

当
該
特
定
事
業
所
に
令
第
八
条
第
一
項
の
表
の
第
一
欄
か
ら
第
三
欄
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
屋

イ

［
同
上
］

外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
次
の
い
ず
れ
か
の
消
火
活
動
の
用
に
供
す
る
場
所
（
特
定

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
、
大
型
高

通
路
（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー
ト
等
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る
新
設
事
業
所
等
の
施
設
地
区
の
配
置
等
に
関
す

所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
に
よ
る
消
火
活
動
の
用
に
供
す
る
場
所
（
特
定
通
路
（
石
油
コ
ン
ビ
ナ
ー

る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
通
商
産
業
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）
第
六
条
第
六
号
に
規
定
す
る
特
定
通
路
を

ト
等
特
別
防
災
区
域
に
お
け
る
新
設
事
業
所
等
の
施
設
地
区
の
配
置
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
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い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ
の
他
消
防
自
動
車
を
配
置
し
、
防
災
要
員
が
消
火
活
動
を
行
う
場
所
を
い
う
。

通
商
産
業
省
・
自
治
省
令
第
一
号
）
第
六
条
第
六
号
に
規
定
す
る
特
定
通
路
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
そ

以
下
「
消
火
活
動
場
所
」
と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
。

の
他
消
防
自
動
車
を
配
置
し
、
防
災
要
員
が
消
火
活
動
を
行
う
場
所
を
い
う
。
以
下
「
消
火
活
動
場
所
」

と
い
う
。
）
が
あ
る
こ
と
。

大
型
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
に
よ
る
消

［
新
設
］

(ⅰ)
火
活
動
場
所

大
型
高
所
放
水
車
及
び
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所

［
新
設
］

(ⅱ)
［
⑵
～
⑷

略
］

［
⑵
～
⑷

同
上
］

ロ

当
該
第
一
種
事
業
所
に
、
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
石
油
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
建
物

ロ

当
該
第
一
種
事
業
所
に
、
高
さ
が
二
十
メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
石
油
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
建
物

そ
の
他
の
工
作
物
（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種

そ
の
他
の
工
作
物
（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場
合
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種

事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
大
型
化
学

事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
又
は
大
型
化

高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合

学
高
所
放
水
車
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
大
型
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学
消
防
車
、

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
大
型
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学
消
防
車
、

甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学

甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と

高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

ハ

当
該
第
一
種
事
業
所
に
、
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
令
第
八
条
第
一
項
の
表
の

ハ

当
該
第
一
種
事
業
所
に
、
高
さ
が
十
五
メ
ー
ト
ル
以
上
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
（
令
第
八
条
第
一
項
の
表
の

第
一
欄
か
ら
第
三
欄
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
送

第
一
欄
か
ら
第
三
欄
ま
で
に
掲
げ
る
区
分
に
該
当
す
る
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
及
び
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
送

泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
（
以
下
「
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場

泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
（
以
下
「
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
」
と
い
う
。
）
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
が
あ
る
場

合
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車

合
で
あ
つ
て
、
当
該
第
一
種
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
大
型
化
学
消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車

、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場

又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
が
備
え
付
け
ら
れ
て
い
る
場
合

合⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学

消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所

消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
ニ

略
］

［
ニ

同
上
］

二

遠
隔
操
作
装
置
を
搭
載
し
て
い
る
普
通
高
所
放
水
車

二

［
同
上
］

イ

当
該
第
一
種
事
業
所
が
前
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合

イ

［
同
上
］

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
普
通
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学
消
防
車
、

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
普
通
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学
消
防
車
、

甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学

甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
普
通
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と

高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

ロ

当
該
第
一
種
事
業
所
が
前
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合

ロ

［
同
上
］
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⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
普
通
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
普
通
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
化
学

消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所

消
防
車
、
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
ハ

略
］

［
ハ

同
上
］

三

ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
、
低
反
動
ノ
ズ
ル
及
び
携
帯
無
線
機
を
搭
載
し
て
い
る
大
型
化
学
消
防
車

三

［
同
上
］

イ

当
該
特
定
事
業
所
が
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合

イ

［
同
上
］

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
次
の
い
ず
れ
か
の
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
高
所
放
水
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
、
大
型
化

学
消
防
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

大
型
化
学
消
防
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
、
大
型
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
に
よ
る
消

［
新
設
］

(ⅰ)
火
活
動
場
所

大
型
高
所
放
水
車
及
び
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所

［
新
設
］

(ⅱ)
［
⑵
・
⑶

略
］

［
⑵
・
⑶

同
上
］

［
ロ

略
］

［
ロ

同
上
］

ハ

当
該
第
一
種
事
業
所
が
令
第
九
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
所
に
該
当
し
、
か
つ
、
高
さ
が
二
十

ハ

［
同
上
］

メ
ー
ト
ル
以
上
の
場
所
で
石
油
を
貯
蔵
し
、
又
は
取
り
扱
う
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
が
あ
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
大
型
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
高
所
放
水
車
、

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
大
型
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
高
所
放
水
車
、

普
通
高
所
放
水
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る

普
通
高
所
放
水
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

ニ

当
該
第
一
種
事
業
所
が
令
第
九
条
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
特
定
事
業
所
に
該
当
し
、
か
つ
、
高
さ
が
十
五

ニ

［
同
上
］

メ
ー
ト
ル
以
上
の
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
が
あ
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
高
所

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
高
所

放
水
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水

放
水
車
、
普
通
高
所
放
水
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
ホ
・
ヘ

略
］

［
ホ
・
ヘ

同
上
］

［
四

略
］

［
四

同
上
］

五

ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
、
低
反
動
ノ
ズ
ル
及
び
携
帯
無
線
機
を
搭
載
し
て
い
る
甲
種
普
通
化
学
消
防
車

五

［
同
上
］

［
イ

略
］

［
イ

同
上
］

ロ

当
該
第
一
種
事
業
所
が
第
三
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合

ロ

［
同
上
］

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
高
所
放
水

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型
高
所
放
水

車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に

車
、
普
通
高
所
放
水
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。
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よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

ハ

当
該
第
一
種
事
業
所
が
第
三
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合

ハ

［
同
上
］

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
甲
種
普
通
化
学
消
防
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
大
型

高
所
放
水
車
、
普
通
高
所
放
水
車
、
大
型
化
学
高
所
放
水
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所

高
所
放
水
車
、
普
通
高
所
放
水
車
又
は
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
ニ
・
ホ

略
］

［
ニ
・
ホ

同
上
］

［
六

略
］

［
六

同
上
］

七

ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
、
低
反
動
ノ
ズ
ル
及
び
携
帯
無
線
機
を
搭
載
し
て
い
る
大
型
化
学
高
所
放
水
車

七

［
同
上
］

イ

当
該
特
定
事
業
所
が
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合

イ

［
同
上
］

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
及
び
泡
原

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
大
型
化
学
高
所
放
水
車
及
び
泡
原
液
搬
送
車
に
よ
る
消
火

液
搬
送
車
又
は
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

［
⑵

略
］

［
⑵

同
上
］

［
ロ
～
ヘ

略
］

［
ロ
～
ヘ

同
上
］

［
八

略
］

［
八

同
上
］

九

ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
、
低
反
動
ノ
ズ
ル
及
び
携
帯
無
線
機
を
搭
載
し
て
い
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型

［
新
設
］

化
学
高
所
放
水
車

イ

当
該
特
定
事
業
所
が
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消

火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

⑵

第
一
号
イ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
及
び
第
三
号
イ
⑶
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

ロ

当
該
特
定
事
業
所
が
第
三
号
ロ
に
該
当
す
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
送
泡
設
備
付
き
タ
ン
ク
の
送
泡
口
の
周
囲
に
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放

水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

⑵

第
一
号
イ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
及
び
第
三
号
イ
⑶
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

ハ

当
該
特
定
事
業
所
が
第
三
号
ハ
に
該
当
す
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
工
作
物
の
周
囲
に
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消
火
活
動
場

所
が
あ
る
こ
と
。

⑵

第
一
号
イ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
及
び
第
三
号
イ
⑶
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

ニ

当
該
特
定
事
業
所
が
第
三
号
ニ
に
該
当
す
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
当
該
屋
外
貯
蔵
タ
ン
ク
の
周
囲
に
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消

火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。
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⑵

第
一
号
イ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
及
び
第
三
号
イ
⑶
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

ホ

当
該
特
定
事
業
所
が
第
三
号
ホ
に
該
当
す
る
場
合

⑴

す
べ
て
の
建
物
そ
の
他
の
工
作
物
の
周
囲
に
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車
に
よ
る
消

火
活
動
場
所
が
あ
る
こ
と
。

⑵

第
一
号
イ
⑵
か
ら
⑷
ま
で
及
び
第
三
号
イ
⑶
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

ヘ

イ
か
ら
ホ
ま
で
の
い
ず
れ
か
二
以
上
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
す
べ
て
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て

い
る
こ
と
。

十

ホ
ー
ス
延
長
用
資
機
材
及
び
低
反
動
ノ
ズ
ル
を
搭
載
し
て
い
る
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水

［
新
設
］

車前
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
定
め
る
要
件
に
該
当
し
て
い
る
こ
と
。

２

前
項
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
に
係
る
令
第
七
条
第
六
項
の
総
務
省
令
で
定
め
る
人
数
は
、
次
の
各
号
に
定
め

２

［
同
上
］

る
人
数
と
す
る
。

［
一
～
八

略
］

［
一
～
八

同
上
］

九

前
項
第
九
号
の
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

三
人

［
新
設
］

十

前
項
第
十
号
の
消
火
薬
剤
タ
ン
ク
付
き
大
型
化
学
高
所
放
水
車

四
人

［
新
設
］

（
固
定
放
射
設
備
等
に
よ
る
代
替
措
置
）

（
固
定
放
射
設
備
等
に
よ
る
代
替
措
置
）

第
二
十
一
条
の
二

［
略
］

第
二
十
一
条
の
二

［
同
上
］

［
２
～
４

略
］

［
２
～
４

同
上
］

５

特
定
事
業
者
は
、
そ
の
特
定
事
業
所
に
第
一
項
の
固
定
放
射
設
備
又
は
消
防
艇
を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
当
該

５

［
同
上
］

特
定
事
業
所
に
係
る
自
衛
防
災
組
織
に
、
次
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
直
ち
に
防
災

活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
防
災
要
員
を
置
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

固
定
放
射
設
備
を
設
置
す
る
場
合

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
備

一

固
定
放
射
設
備
を
設
置
す
る
場
合

令
第
八
条
か
ら
第
十
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
備

え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
大
型
化
学
消
防
車
等
の
代
替
す
る
台
数
に
二
を
加
え
た
数
の
人
員

え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
大
型
化
学
消
防
車
等
の
代
替
す
る
台
数
に
二
を
加
え
た
数
の
人
員

二

消
防
艇
を
設
置
す
る
場
合

当
該
消
防
艇
各
一
隻
に
つ
き
令
第
七
条
第
一
項
第
十
二
号
に
規
定
す
る
乗
組
船

二

消
防
艇
を
設
置
す
る
場
合

当
該
消
防
艇
各
一
隻
に
つ
き
令
第
七
条
第
一
項
第
十
号
に
規
定
す
る
乗
組
船
舶

舶
職
員
等
の
ほ
か
二
名

職
員
の
ほ
か
二
名

（
構
成
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）

（
構
成
事
業
所
の
要
件
及
び
防
災
要
員
）

第
二
十
六
条
の
三

令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
構
成
事
業
者
の
う

第
二
十
六
条
の
三

令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
構
成
事
業
者
の
う

ち
に
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
令
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
並
び
に
第
十
六
条
第
二
項
及
び
第

ち
に
、
そ
の
構
成
事
業
所
の
自
衛
防
災
組
織
に
令
第
八
条
か
ら
第
十
一
条
ま
で
及
び
第
十
六
条
第
二
項
の
規
定
に

三
項
の
規
定
に
よ
り
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
各
構

よ
り
防
災
資
機
材
等
を
備
え
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
る
者
が
あ
る
と
き
は
、
各
構
成
事
業
者
の
構

成
事
業
者
の
構
成
事
業
所
の
す
べ
て
が
第
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ

成
事
業
所
の
す
べ
て
が
第
十
七
条
の
三
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
防
災
資
機
材
等
ご
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
総
務
省
令
で
定

定
め
る
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
令
第
二
十
条
第
一
項
第
四
号
イ
の
総
務
省
令
で
定
め
る
防
災
要
員

め
る
防
災
要
員
の
人
数
は
、
第
十
七
条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
人
数
と
す
る
。

の
人
数
は
、
第
十
七
条
の
三
第
二
項
各
号
に
定
め
る
人
数
と
す
る
。

［
２

略
］

［
２

同
上
］
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備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
及
び
対
象
規
定
の
二
重
傍
線
を
付
し
た
標
記
部
分
を
除
く
全
体
に
付
し
た
傍
線
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。




